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意見聴取制度とは？

市が重要な施策などを立案する際に、
その案を広く市民の皆さんに公表して
ご意見をいただく制度です。

重要な施策とは？重要な施策とは？
・市の基本的政策を定める計画や基本構想
・個別行政分野における施策の基本方針
・市の基本的な制度を定める条例
・市民に義務を課し、又は権利を制限する条例
・市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を
与える条例や施策

意見公募（パブリックコメント）と
公聴会の２通りがあります。
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意見聴取制度の運用状況

意見公募（パブリックコメント）

期間期間期間期間 案件案件案件案件 意見提出意見提出意見提出意見提出

6月6日～7月7日 春木駅周辺まちづくり基本構想 20件（4人）

6月1日～7月3日 （仮称）土砂埋立て等の規制に関する
条例

0件（0人）
条例

2月24日～3月27日 第２次観光振興計画 10件（3人）

2月22日～3月24日 斎場整備基本構想（素案） 9件（4人）

1月25日～2月24日 地域福祉計画・地域福祉活動推進計
画（素案）

9件（3人）

1月25日～2月24日 障害者計画（素案） 26件（6人）

公聴会 事例はありません
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